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「次期航空機開発等支援事業」 

 

（次期機体主要構造体開発・高レート生産技術実証） 

 

公募要領 

 

 

 

【応募方法】 

本公募では、補助金申請システム「jGrants」にて応募を受け付けます。 

jGrants では、電子的に申請を受け付けるとともに、当該申請システムを通じて行われた

申請に対する事務局からの通知は、原則として当該申請システムで通知等を行います。

jGrants を利用するには、gBizID プライムの取得が必要です。 

 

jGrants 操作方法：https://www.jgrants-portal.go.jp/ 

画面上部「申請の流れ」タブ ＞「事業者クイックマニュアル」をご確認ください。 

 

【受付期間】 

令和７年１２月３日（水）～ 令和８年１月６日（火）正午まで 

※上記期間までに jGrants で申請を実施してください。 

 

※本公募要領は、jGrants からダウンロードできます。 

https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDUATMA5 

 

 

令和７年 12 月 

 

次期航空機開発等支援事業事務局
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１．事業の目的・補助対象事業者について 

（１）事業の目的 

2024 年 4 月に新たに策定された新たな「航空機産業戦略」によって、我が国航空機産

業の課題と成長の方向性が示されている。同戦略では、新たな市場、既存市場のボリュ

ームゾーンの双方においてインテグレーション能力を獲得することで従来のサプライヤ

ー構造を脱し、将来的に国際連携による完成機事業創出を目指すこととしている。 

また、今後航空機需要がさらに拡大や、2050 年ネットゼロ目標（ICAO 合意）が示され

ている中で、日本の航空機産業が成長するには SAF 等の燃料転換や、航空機の運航改善

の他、機体構造体の軽量化やエンジンの燃費性能の向上への投資が必要となっている。 

このような背景を踏まえ、CO2 の排出削減に資する、先進複合材適用や高効率生産に関

する実証、エンジンの低燃費化等に対応する技術実証を通じ、次期航空機開発プロジェ

クトでインテグレーション能力を獲得するとともに、MRO 拠点（Maintenance（整備）、

Repair（修理）、Overhaul（分解・点検等）の整備を含む一貫した事業実施能力を獲得す

ることを目的とし、本事業を実施する。 

 

（２）補助事業区分 

国内企業が次期単通路機開発プロジェクトに上流工程から参画してインテグレーショ

ン能力を獲得すべく、間接補助事業者が機体の軽量化に資する複合材適用実証、生産量

増大に向けた高効率生産実証に要する費用の一部を補助する。 

 

（３）補助対象事業者 

以下のⅠ～Ⅲのいずれの要件も満たし、事業終了後の機械装置等の管理等に責任を持

ってあたることができる法人。以降、当該法人であって採択された者を間接補助事業者

と言い、その事業を間接補助事業と言う。 

 

Ⅰ 補助要件 

「航空機産業戦略（令和６年４月）」に基づく技術実証を行う事業を対象とする。ま

た、実現性を担保するため、長期の事業計画などを含む「７（５）提出書類について」

に定める書類の提出や、「５．間接補助事業者の義務等」に、財産処分についての規定を

設ける等の要件を定めているので、留意すること。 

 

① 補助対象事業 

本事業の趣旨に鑑み、CO2 の排出削減に資する先進複合材適用や高効率生産に関する実

証を通じ、次期単通路機開発プロジェクトにおけるインテグレーション能力の獲得に資

する事業を対象とする。具体的には、表 1 に掲げる要件を満たすものを行う事業とする

こと。 

 

表 1：補助対象事業の要件 

類型 要件 

戦略との整合性 

• 既存の航空機産業の構造から脱却を目指すべく、インテグレーシ

ョン能力を磨くことに資する取り組みであること。 

• 我が国の強みを活かし、ステップバイステップでポジションを高

めていくことに資する取り組みであること。 

• 航空機開発・製造が本質的にグローバルな体制で実施されるもの
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類型 要件 

であることを踏まえ、完成機事業の経験を有する者と国際的な体

制を構築する取り組みであること。 

実証内容 

• 次期単通路機開発における、主要構造体の軽量化にかかる技術実

証であること。 

具体的には、今回実証をした技術が将来的に適用された場合に、

現在市場投入されている同規模の機体と比較し、主要構造体で

8%の軽量化を達成すること。 

主要構造体の軽量化による設計に関連し、小型・軽量化が求めら

れる装備品に関する技術実証を実施する場合は、かかる技術実証

も補助対象事業とする。その場合、装備品に関しては 20%の小型・

軽量化を達成する実証であること。 

• 2035 年頃に市場投入が想定される次期単通路機では、月産 80 機

レベルの高レート生産が求められると想定されるところ、この高

レート生産に対応し、次期単通路機開発事業に参画を目指した、

以下の技術実証であること。 

• 現在市場投入されている単通路機に比して主要構造体の生産

効率を 30%以上向上させる技術実証。 

• 次期単通路機の主要構造体生産に必要な複合材（素材）にお

いては、現在市場投入されている複合材活用機体に比して、

生産効率を 40%以上改善させる技術実証。 

 

② 補助対象 

機体の軽量化に資する複合材適用実証、生産量増大に向けた高効率生産実証を間接補

助事業者が要する費用。 

 

③ 投資計画の公表 

当該間接補助事業に係る投資計画について、原則として、交付決定日より前に投資の

決定を対外発表した事業でないこと。 

 

Ⅱ 事業者の範囲 

以下の要件をいずれも満たす事業者に限る。 

 

●以下の A 及び B の温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。ただし、温暖化対

策法における算定報告制度に基づく2022年度 CO2排出量が 20万ｔ未満の企業又は中小企

業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削

減のための取組の提出をもって、これらに替えることができる。 

A：2025 年度以前分の排出実績に関する実施内容 

なお、GX リーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。 

（ⅰ）国内における Scope1（事業者自ら排出）・Scope2（他社から供給された電気・熱・蒸

気の使用）に関する排出削減目標を 2025 年度及び 2030 年度について設定し、間接補

助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三

者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。第三者検証については、「ＧＸリーグ

第三者検証ガイドライン」に則ること。 
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（ⅱ）（ⅰ）で掲げた目標を達成できない場合には J クレジット又は JCM その他国内の温室

効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由を報告・公

表すること。 

B：2026 年度以降分の排出実績に関する実施内容 

A と同様の実施内容について対応すること。ただし、現在検討が進められている 26 年度

以降の GX リーグ等の内容次第で、2026 年度以降分の排出実績における A の（ⅰ）

（ⅱ）相当の要件については変更となる可能性があることに注意すること。 

●日本国内において登記された法人であり、国内に事業実施場所を有していること。 

●本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

●本事業の円滑な遂行に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有 

していること。 

●経済産業省からの補助金交付等停止措置、又は、指名停止措置が講じられている者ではな

いこと。 

●単独又は複数の大企業、中小企業等であること。 

●中小企業等とは、中小企業基本法で定める中小企業者（中小企業）並びに一般社団法人、

一般財団法人、特定非営利活動法人（注１）、事業協同組合、農業法人及び大学（注２）を

いう。ただし、次のいずれかを満たす場合は大企業として扱う。 

 ①資本金又は出資金が５億円以上の法人に直接、又は、間接に１００％の株式を保有され

る中小企業者 

 ②確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均 

額が１５億円を超える中小企業者 

③みなし大企業（注３）に該当する中小企業者 

 

＜中小企業基本法で定める中小企業者（中小企業）＞ 

業種 
中小企業者（以下のいずれかを満たすもの） 

資本金又は出資の総額 常時使用する従業員の数 

製造業その他 3 億円以下 300 人以下 

ゴム製品製造業（自

動車又は航空機用タ

イヤ及びチューブ製

造業並びに工業用ベ

ルト製造業を除

く。） 

3 億円以下 900 人以下 

卸売業 1 億円以下 100 人以下 

小売業 5,000 万円以下 50 人以下 

サービス業 5,000 万円以下 100 人以下 
 

（注１）特定非営利活動法人は、以下の要件を満たすものとする。 

• 法人税法上で課税対象となる収益事業を実施し、補助対象事業は当収益事業の範囲

内であること。 

• 認定特定非営利活動法人ではないこと。 
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（注２）本事業の大学とは、国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人、地方独

立行政法人法第 68 条第１項に規定する公立大学法人及び私立学校法第３条に規定する

学校法人が設置する大学をいう。 

（注３） 

• 発行済株式の総数、又は、出資金額の２分の１以上が、同一の中小企業以外の企業

（以下「大企業」という。）（特定ベンチャーキャピタル、中小企業投資育成株式

会社、投資事業有限責任組合を除く。）の所有に属している法人（以下「みなし大

企業」という。） 

• 発行済株式の総数、又は、出資金額の２分の１以上が、同一のみなし大企業（特定

ベンチャーキャピタル、中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合を除

く。）の所有に属している法人 

• 発行済株式の総数、又は、出資金額の３分の２以上が、複数の大企業（みなし大企

業を含む。特定ベンチャーキャピタル、中小企業投資育成株式会社、投資事業有限

責任組合を除く。）の所有に属している法人 

• 役員の総数の２分の１以上を大企業（みなし大企業を含む。特定ベンチャーキャピ

タル、中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合を除く。）の役員、又

は、職員が兼ねている法人 

  



 
 

5 
 

Ⅲ 不支給要件 

以下の不支給要件のいずれにも該当しないこと。 

 

不支給要件 

１ 次のいずれかに該当した事実があり、その行為態様、役員の関与の有無、違反行為が行

われた期間及び社会的影響等を総合的に勘案して、補助金の交付の相手方として不適当で

あると事務局が認める場合。 

イ 偽りその他不正の手段によって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（以下「適正化法」という。）第２条第１項に規定する補助金等及び適正化法第２条第４

項に規定する間接補助金等並びに適正化法施行令第４条第２項第４号に規定する条件とし

て各省各庁の長が定めた民間事業者等に対する助成金等の交付条件又は契約条件に従い交

付する基金（以下「補助金等」という。）の交付を受け、又は融通を受けたと認められる

場合。 

ロ 補助金等の他の用途への使用があったと認められる場合。 

ハ その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づ

く各省各庁の長の処分に違反した場合（ロに掲げる場合を除く。）。 

ニ 事業主、又は事業主が法人であり、当該法人の役員又は事業所の業務を統括する者そ

の他これに準ずる者（以下「役員等」という。）が公共機関の職員に対して行った贈賄の

容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 

ホ 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４

号）第３条又は第８条第１項第１号に違反した場合(ヘに掲げる場合を除く。)。 

ヘ 役員等が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。 

ト 役員等が競売等妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場

合。 

チ 業務に関し、不正競争防止法（平成５年法律第４７号）第２条第１項第１号又は第１

９号に掲げる行為を行った場合。 

リ 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をした場合。 

ヌ 前各号に掲げる場合のほか、役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を

提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治４０年法律第４５号)の規定による罰金刑

を宣告された場合。 

 

２ 次のいずれかに該当する事業者 

イ 役員等のうちに暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）に該当する者及び暴力団の構成員等の統制の下にあるもの（以下「暴

力団員等」という。）のある事業所 

ロ 暴力団員等をその業務に従事させ、又は従事させるおそれのある事業所 

ハ 暴力団員等がその事業活動を支配する事業所 

ニ 暴力団員等が経営に実質的に関与している事業所 

ホ 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をも

って、暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の威力

又は暴力団員等を利用するなどしている事業所 

ヘ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極

的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している事業所 
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ト 役員等又は経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難さ

れるべき関係を有している事業所 

チ イからトまでに規定する事業所であると知りながら、これを不当に利用するなどして

いる事業所 

 

（４）共同申請について 

事業者単独では間接補助事業を実施する計画が成立しない場合や複数事業者が一体となっ

て実証を行うことにより、単独で実証を行う場合と比べ成果が高まることが見込める場合に

おいては、複数事業者での共同申請を認める。共同申請を行う場合は幹事会社を決定し、幹

事会社以外の企業等を共同実施者として申請書を作成すること。なお、幹事会社は、申請及

び事業実施に関して共同実施者の管理義務を負う。 

申請にあたり、補助事業に含まれる機械装置等の所有者及び設備使用者（設備を使用して

実証を行うもの）が異なる場合は、原則として「共同申請」となる。 

なお、共同申請を行う場合、以下に記載する機微情報について共同事業者間で連携するこ

とができない可能性を考慮して、応募申請書類の提出については配慮を行う。詳細は７．

（２）「提出方法」を参照のこと。 

・事業戦略に関する情報（例：IRR等の事業性判断の指標など） 

・その他、幹事会社が事務局と事前に協議の上、機微情報として扱うべきと事務局が判

断した情報 

 

（５）設備取得においてリース会社を利用する場合 

設備取得においてリース会社を利用する場合は、設置事業者とリース会社との共同申請と

し、原則、リース会社は１企業について１社とする。ただし、リースの場合の補助対象は、

リース会社が購入した設備機械装置とし、リース料を構成する手数料、保険料等の経費は対

象とはならない。リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類（補助

金の有無で各々、リース料の基本金額、資金コスト（調達金利根拠）、手数料、保険料、税

金等を明示）を提示すること。また、契約期間は、導入設備の減価償却期間（複数の場合は

最長のもの）以上とすること。割賦契約はリースには含まない。なお、建物の取得において

リース会社を利用する場合は、建物等取得費は本補助金の対象とはならない。 
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２．対象経費の区分及び補助率について  

対象経費の区分及び補助率は表 2 とする。 

 

表 2：対象経費の区分及び補助率 

対象経費の 

区分 

費目 明細 備考 

（Ⅰ）機械

装置等費 
土木・建築工事費 

機械設備等設置に必要な土木工事及

び工場等の建築工事並びにこれらに

付帯する電気工事等を行うのに必要

な経費 

機械装置等製作・購入費 

間接補助事業の実施に必要な機械装

置、その他備品の製作、購入、又は

借用に要する経費、機器・設備類に

関連する営繕工事及び試運転、据付

に要した費用 

• 自社設計・製作の場合、社内振替

価格若しくは当該部門の単価等を

用いて算出してください 

保守・改造修理費 

間接補助事業の実施に必要な機械装

置の保守（機能の維持管理等）、改

造（主として価値を高め、又は耐久

性を増す場合＝資本的支出）、修理

（主として原状に回復する場合）に

必要な経費 

（Ⅱ）労務

費 
人件費 

間接補助事業に直接従事する者の人

件費 

補助員人件費 

間接補助事業に直接従事するアルバ

イト、パート等の経費（ただし、上

記「人件費」に含まれるものを除

く） 

（Ⅲ）その

他経費 消耗品費 

間接補助事業の実施に直接必要な資

材、部品、消耗品等の製作又は購入

に要する経費 

旅費 

• 間接補助事業に直接従事する者の

旅費、滞在費、交通費 

• 間接補助事業に直接従事する者以

外の者に、間接補助事業の実施に

必要な知識、情報、意見等の収集

を行うための国内、海外調査・審

査に要する経費で旅費、滞在費、

交通費 

諸経費 

上記のほか、間接補助事業の実施に

直接必要な光熱水料、会議費、謝

金、通信費、借料、図書資料費、通
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訳料、運送費、関税等の経費、学会

等参加費・論文投稿料、特許出願関

連費 

（ Ⅳ ） 委

託・外注費 

委託費・外注費 

間接補助事業者が直接実施すること

ができないもの又は適当でないもの

について、他の事業者に委託・外注

するために必要な経費。当該経費の

算定に当たっては、上記ⅠからⅢに

定める項目に準じて行う 

補助率 1/2 以内 

※ 補助率については、審査の結果、希望する補助率を下回る可能性がある。 

※ 補助対象経費は、当該事業を遂行するために真に必要かつ適切な経費とし、以下の点に

留意すること。 

・総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を算出する。  

・対象経費の精査が必要となるため、内容、金額の詳細を示すこと。特に附帯設備につ

いては、補助対象経費の区分が不明瞭となるため留意すること。 

・補助対象経費は、間接補助事業として明確に区分できるもので、かつ証拠書類により

金額等が確認できる支出のみを対象とする。 

※ 申請事業者の自社製品の購入や共同申請者への発注は、利益排除の対象となる。 

※ 次のいずれかに該当する経費については補助対象外となる。 

・交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの（交付申請を行う上で必要

となる基本設計費用等も含む）（例外の場合については、「１０．事前着手の届出・受

理の結果通知について」で後述します） 

・土地の取得費用（補助対象経費である土木・建築工事費には土地やオフィス用建物

の取得費は含まない。） 

・実績報告書の作成、経理処理、従事日誌の作成等の間接業務に係る労務費及びそのた

めに発生した経費 

・補助金の検査受検時の経費 

・委託先等の検査に係る経費（旅費を除く） 

・学会・団体登録料（入会金・年会費） 

・為替差損 

・間接補助事業を行わない場合においても必要な設備更新（通常の設備更新）経費 

・申請事業者及び共同申請者以外が発注したもの（他者が発注したものの所有権を申請

事業者及び共同申請者に移転した場合も含む） 

・既存建物、設備機械装置の撤去費 

・既存設備機械装置の移設費 

・事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 

・電話代、インターネット利用料金等の通信費 

・金券購入費 

・文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代 

・飲食、奢侈、娯楽、接待の費用 

・自動車等車両（事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの

および税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く）の購入費・修理費・車検費

用 

・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のた

めの弁護士費用 

・振込手数料、公租公課（消費税を含む）、各種保険料 
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・借入金などの支払い利息及び遅延損害金 

・共同申請者間の設備機械装置等の貸借によるリース料や加工を依頼した際の外注費等 

 （ただし、Ｐ.６に記載のとおり、リース会社と共同申請した場合に、リース会社が資

産として購入した設備機械装置等の費用は除く） 

・汎用性があり、目的外使用になり得るもの（コンピュータ、プリンタなど）の購入費 

・価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費 

・間接補助事業実施場所以外でも使用可能な設備・器具・備品類（据付け又は固定等し

て利用しないもの） 

・上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

 

３．補助対象経費からの消費税額の除外について 

補助金額に消費税及び地方消費税額（以下「消費税等」という。）が含まれている場合、

交付規程（採択決定後に配布）に基づき、消費税等の確定に伴う報告書を求めることにな

る。 

これは、間接補助事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等額のうち

補助金充当額について報告をさせ返還を命じることにより、間接補助事業者に仕入控除と

した消費税等額のうち補助金充当額が滞留することを防止するため規定されている。しか

しながら、上記の報告書は、補助金精算後に行った確定申告に基づく報告となり、失念等

による報告漏れが散見されることや、間接補助事業者における煩雑な事務手続回避の観点

から、以下のとおり取り扱うものとする。 

応募申請時の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して補

助金額を算定し、応募申請書類を提出すること。 

 ただし、以下に掲げる間接補助事業者にあっては、間接補助事業の遂行に支障を来すお

それがあるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとする。な

お、事業者側が、消費税等を補助対象経費としないことを要望すればこの限りではない。 

 

※消費税等を補助対象経費とした場合には、状況の変更により消費税に係る仕入控除税

額が発生することによる報告及び返還が発生する場合があるため注意すること。 

①消費税法における納税義務者とならない間接補助事業者 

②免税事業者である間接補助事業者 

③簡易課税事業者である間接補助事業者 

④国若しくは地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限る。）、消費税法別表

第 3 に掲げる法人の間接補助事業者 

⑤国又は地方公共団体の一般会計である間接補助事業者 

⑥課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返

還を選択する間接補助事業者 

 

４．事業実施期間について 

本公募で採択された場合は、原則として令和８年３月５日までに本補助金の交付申請を

行う必要がある。交付決定後は、間接補助事業に係る建物・設備の取得等に係る発注等、

速やかに事業に着手し、遅くとも令和１０年２月２９日までに、間接補助事業を終了（建

物・設備の取得等が完了し、それらの経費が全て支払われた時点をいう。以下同じ。）する

こと。 
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５．間接補助事業者の義務等 

本補助金の利用に際しては、以下に記載した事項の他、適正化法等の規定を遵守するこ

と。 

① 間接補助事業者は、交付決定を受けた後、間接補助事業の経費の配分又は内容を変更

しようとする場合、若しくは間接補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、事前に

承認を得なければならない。 

② 間接補助事業者は、間接補助事業の交付年度中の進捗状況の報告を求められた場合、

速やかに報告しなければならない。 

③ 間接補助事業者は、毎年度３月３１日までに、遂行状況報告書を提出しなければなら

ない。また、間接補助事業が終了したときは、事業完了後３０日以内、又は、令和１０

年２月２９日のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければならない。その後、

事務局が交付すべき補助金の額を確定させるため、間接補助事業者は確定検査を受け、

補助金の額が確定したら速やかに精算払請求書を提出しなければならない。 

④ 間接補助事業者は、間接補助事業により取得した財産又は効用の増加した財産につい

ては、間接補助事業の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目

的に従って効果的運用を図らなければならない。なお、当該取得財産等については、

「取得財産等管理台帳」を備えて、別に定める財産処分制限期間中、適切に管理しなけ

ればならない。 

⑤ 間接補助事業者は、当該取得財産等については、補助金交付の目的及び減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間においては、

処分（補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供すること）は

できない。ただし、やむを得ない不測の事態の発生等により、当該取得財産等を処分す

る必要があるときは、事前に承認を受けることにより、当該取得財産等の処分も可能だ

が、その場合には、原則として、補助金の全部又は一部を返納することになる。 

⑥ 間接補助事業者は、間接補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした

証拠書類を整理し、間接補助事業の終了した日の属する国の会計年度の終了後５年間保

存しなければならない。 

⑦ 間接補助事業者は、間接補助事業の終了した日の属する間接補助事業者の会計年度の

終了後５年間（以下「報告期間」という。）、間接補助事業者の毎会計年度終了後９０

日以内に間接補助事業に係る事業継続状況等について報告しなければならない。ただ

し、経済産業省が必要と認める場合には、報告期間終了後も報告を求めることがある。 

⑧ 間接補助事業に関係する調査への協力、その他事業成果を発表してもらう場合があ

る。 

⑨ 本事業では、間接補助事業の事業化により収益を得られたと認められる場合であって

も収益納付は求めない。 

 

６．その他 

① 今回の申請により提出された補助金申請額（補助率を含む。）が交付決定額となるもの

ではない。本公募による採択決定後、交付規程に基づき採択者が提出する交付申請書の

内容を事務局が厳正に審査した上で、交付決定通知書にて交付決定額を通知する。 

② 補助金の支払いは、原則、間接補助事業終了後、間接補助事業実績報告書の提出を受

け、額の確定後の精算払となる。確定額（精算額）は、交付決定額に至らない場合もあ

る。 
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また、特に必要と認められる場合に限り、間接補助事業の遂行途中での事業の進捗状

況、経費（支払行為）の発生や交付要件等を確認し、所定の手続きを経た上で、当該部

分にかかる補助金が支払われることもある（概算払）。ただし、応募申請若しくは交付

申請段階において、概算払を前提とした投資計画を立てることは認められない。また、

間接補助事業終了後の確定検査により、概算払による支払額が過大となった場合、過大

分については返還請求書に基づき、期日までに返還すること。 

③ 今回の申請にかかる経費は、交付決定日以降に発注・契約等（発注先に対して発注意

思を書面若しくは口頭で表明する内示行為も「発注」とみなす）が行われた間接補助事

業に係る経費が対象となるため、交付決定日以前に発注・契約等を行った経費は、原則

として対象とならない。 

  なお、例外の場合については、「１０．事前着手の届出・受理の結果通知について」

で後述する。 

④ 国（特殊法人等を含む。）が助成する他の制度と重複した交付申請書の提出（本申請

書の提出以降を含む。）は原則として認められない。 

  なお、他の制度との併願・併用について疑問等があれば、事前に次期航空機開発等支

援事業事務局に相談すること。 

⑤ 間接補助事業者は、間接補助事業を遂行するため売買、請負その他の契約をする場合

は、一般の競争に付さなければならない。但し、間接補助事業の運営上、一般の競争に

付することが困難又は不適当である場合は、入札に準じた形で可能な範囲において相見

積を取得し、最低価格を提示したものを選定することが原則となる。 

なお、見積取得に当たっては、見積業者に対して間接補助事業者自身が同一の仕様内

容を提示して公正に価格競争を実施すること。 

下記（※）以外で相見積を取得していない場合又は最低価格を提示した者を選定して

いない場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備し、あらかじめ事務局

に相談すること。相見積を取得できないことについての合理的な理由なく、価格競争を

実施しない発注を行った場合、原則として補助対象外となる。（過去の発注実績に依る

随意契約等は、原則認められない） 

 ※対象経費のうち、（Ⅰ）機械装置等費、（Ⅲ）その他経費のうち消耗品費、諸経費

（但し会議費、謝金を除く）、および（Ⅳ）委託・外注費に関して、契約（発注）先１

者あたりの見積額の合計が５０万円（税抜き）未満になる場合は、相見積の取得を省略

できるものとする。 

⑥ 間接補助事業で取得する建物・設備に抵当権を設定するには、交付申請若しくは計画

変更時に抵当権設定することを記載し、金融機関の意見書等の添付資料を付けた上で、

事前に事務局の承認を受けること。抵当権設定ができるのは、今回の間接補助事業を実

施するために必要な融資のための抵当権に限定され、普通抵当権のみに限る（根抵当権

は不可）。間接補助事業で取得する建物・設備に、既存の抵当権を波及させることはで

きない。 
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７．応募申請書類の提出について 

（１）受付期間 

令和７年１２月３日（水）～令和８年１月６日（火）正午まで 

※上記期間に jGrants で申請を実施・完了すること。 

 

（２）提出方法 

応募される方は、別紙申請様式を作成の上、上記期間に補助金申請システム

「jGrants」にて、当該資料を提出すること。jGrants では、電子的に申請を受け付ける

とともに、申請に対する事務局からの通知等も、原則として当該申請システムで行う。

jGrants を利用するには、gBizID プライムの取得が必要となる（未取得の場合）。 

 

※jGrants 操作方法： https://www.jgrants-portal.go.jp/ 

画面上部「申請の流れ」タブ ＞「事業者クイックマニュアル」を参照。提出先は、以

下に記載の jGrants のホームページを参照。 

次期航空機開発等支援事業（公募申請） 

URL：https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDUATMA5 

（注１）受付期間以降の提出（修正、差替、追加を含む。）は受け付けない。 

（注２）郵送、持参、ＦＡＸ及び電子メール等による提出は受け付けない。また、入力

内容及び資料に不備がある場合は、審査対象とならない。 

 

（３）申請書作成等の問い合わせ先 

申請書作成にあたっての問合せは、下記事務局ウェブサイト「お問い合わせフォー

ム」で受け付ける。 

次期航空機開発等支援事業事務局 

電話番号：03-6264-8515 

事務局ウェブサイト: https://www.teitanso.or.jp/jkk2025/aircraft 

受付時間：平日９時～１７時 

（４）事務局のウェブサイト 

本公募に関する情報は、事務局の下記ウェブサイトにも掲載する。公募要領や申請書

様式等は、当ウェブサイトからダウンロードすること。 

 

（５）提出書類について 

①提出に際しては、下記提出書類一覧表にある指定の様式を必ず使用すること。公募要

領や申請書様式等は、当ウェブサイトからダウンロードすること。 

②応募に係る審査は、事務局内に設置される第三者委員会において行う。採択審査は提

出書類に基づく書面審査、面接審査により実施する。また、審査期間中、必要に応じ

追加説明資料の提出を求めることがある。なお、応募に係る審査の結果、不採択とな

る場合がある。 

③「提出書類一覧表」にある提出書類や追加説明資料は返却しない。 

 

URL：https://www.teitanso.or.jp/jkk2025/download/ 
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「提出書類一覧表」

 

（注１）幹事会社においては、上記の表を参照の上で、共同申請者にて作成された書類もま

とめて jGrants へ提出すること。 

（注２）Ｐ.２３～２４の「提出書類等チェックシート」を十分確認すること。 

 

８．採択の審査及び結果通知について 

（１）採択時の主な審査内容 

採択の審査は、事務局内に設置される第三者委員会において行う。採択審査は提出書

類に基づく書面審査、面接審査により実施する。 

面接審査は非公開で実施し、①基本的事項の審査 エ．経営層のコミット、②産業競争

力強化・経済成長への貢献に関する審査、③排出削減への貢献に関する審査、④民間企

業のみでは投資判断が真に困難な事業であることに関する審査項目を中心に確認する。

面接審査には、提案する企業等の代表権を有する者（またはそれに準ずる者）の参加を

求める。 

なお、交付先の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関する問い合わせには

応じられない。また、提出書類に不備（必要書類の欠落や記入漏れ等）があった場合

は、審査の対象とならない。 

書類名 幹事会社 共同申請者 備考

様式第１ 次期航空機開発等支援事業の応募について 必須 不要
幹事会社が共同申請者分の情報も
まとめて提出

様式第２ 間接補助事業概要説明書 必須 不要
幹事会社が共同申請者分の情報も
まとめて提出

1 間接補助事業の実施計画 必須 不要

2 間接補助事業者の概要 必須 必須

添付書類
様式３に記載の内容に加え、間接補助事業の目的
及び内容、実施期間の根拠や補足となる資料

任意 不要

添付書類
金額算定根拠資料（見積等）、
上記を補足説明できる資料

必須 不要

補足資料 金融機関の同意または内諾を示す資料 該当する場合は必須 該当する場合は必須

補足資料 起債又は借人に関する資金計画 該当する場合は必須 該当する場合は必須

補足資料 リース契約書（案）、リース料金計算書 該当する場合は必須 該当する場合は必須

補足資料 法人税税務申告書別表１「申告書」 必須 必須
３期分の写しを提出、詳細は提出書類等
チェックシートを参照

補足資料
法人税税務申告書別表４「所得の金額に関する
明細書」

必須 必須 ３期分の写しを提出

補足資料
決算報告書（貸借対照表、損益計算書及び
製造原価報告書）

必須 必須
直近３年度分を提出、詳細は提出書類等
チェックシートを参照

補足資料 履歴事項全部証明書 必須 必須

補足資料 定款 必須 必須

補足資料 出資者及び役員の一覧が記載されている資料 必須 必須

補足資料
応募者の概要が分かるもの
（パンフレット、ホームページ等）

必須 必須

様式第３ 間接補助事業の実施計画 必須 不要

0 共同申請者内における各主体の役割分担 必須 不要

1 事業戦略・事業計画 必須 不要

2 排出削減への貢献 必須 不要

3
民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業への
適格性

必須 不要

4 経営層のコミット 必須
必須

（右記代替手段あり）

本事業を中核的に推進する主体でない
場合は、代表者名の文書で代替可

別添1 経費明細 必須 不要
幹事会社が共同申請者分の経費明細も
まとめて提出

別添2 （空欄）

別添3
ＧＸリーグへの加入状況または温室効果ガス
排出削減のための取組

必須 必須

別添4 人材確保に向けた取組 必須 必須

別添5
ワーク・ライフ・バランス等の推進に向けた
取組状況

該当する場合は必須 該当する場合は必須

様式第４ 暴力団排除に関する誓約事項 必須 必須

別添 役員等一覧 必須 必須

その他 提出書類等チェックシート 必須 必須

様式名
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 面接審査は１申請あたり最大１時間程度を予定しているが、共同申請者数、応募申

請件数次第で前後する可能性がある。 

 共同申請、かつ１．（４）「共同申請」に記載する情報を応募申請者間で共有するこ

とができない場合は、幹事会社、共同実施者を対象とした共通審査を行った後、順

次、各応募申請者のみが出席する形式で機微情報に関連する内容について審査を行

うこととする。 

 採択審査委員会は 令和８年１月２９日（木）１７時００分～１９時００分を想定。 

 応募申請者の具体的な面接審査の日程は、公募締切後に別途調整を行うが、面接審

査の日程調整は書面審査の通過を確約するものではないため、面接審査の日程が確

定した後に書面審査が完了し、不採択となった場合には、面接審査を行わない。 

 

① 基本的事項の審査 

ア 基本的要件（必須項目） 

「１．（１）事業の目的」に掲げる間接補助事業の目的に合致しており、かつ「１．

（３）Ⅰ補助要件」に掲げる要件を満たしているか 

イ 適格性（必須項目） 

「１．（３）Ⅱ事業者の範囲」に掲げる要件を満たし、「１．（３）Ⅲ不支給要件」に当

たらないことが確認できるか 

ウ 間接補助事業の実施体制（必須項目） 

間接補助事業を円滑に遂行するための十分な体制を有しているか 

エ 経営層のコミット（必須項目） 

（ⅰ）提案内容（技術実証内容及びインテグレーション能力の獲得）について経営者

のコミットメントが文書で提出されているか。 

 なお、経済産業省は、提出された書面またはその内容を対外的に使用（公表を

含む）することがある。 

（ⅱ）提案される事業に対して、経営者自身が深く関与することで、機動的・能動的

に経営資源を投入するための組織体制が構築されているか 

（ⅲ）提案される事業が、経営戦略の中核に位置づけられ、幅広いステークホルダー

に情報発信されているか（若しくは採択後の情報発信に係る具体的な計画を有し

ているか） 

 

オ 財務の健全性（必須項目） 

間接補助事業を円滑に遂行するための資金力、経営基盤を有しているか 

カ 間接補助事業の実現性（必須項目） 

（ⅰ）間接補助事業のスケジュールが妥当であり、技術実証や研究開発等の具体的な

内容、規模及び投資額が妥当か 

（ⅱ）間接補助事業の実施により、将来の市場投入や投資回収に向けて自ら資本市場

から資金を呼び込む計画となっているか 

キ 間接補助事業のリスク対応（必須項目） 

様々な視点からリスクを評価し、事業を中止する場合の基準を明確にしているか。 

例えば、機体 OEM による次期単通路機開発プロジェクト等を見据えたサプライヤー選

定やインテグレーション領域への参画交渉等の状況を踏まえた事業継続性や中止にかか

る評価軸、その後の対応策を明確にすること。 
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② 産業競争力強化・経済成長への貢献に関する審査 

ア 市場環境・市場成長性（必須項目） 

政治、経済、社会、技術等の動向を踏まえて、国内外の航空機産業の市場関係の足下

とその成長見込みが分析されているか 

イ 自社のポジショニング・競争優位性（必須項目） 

アで分析・想定した将来の産業構造の中で、航空機産業戦略等の政府方針も踏まえ、

補助対象事業を通じて獲得した能力を通じてどのような市場を獲得するのか。その際、

市場のセグメント分析、市場におけるポジショニング、技術的・コスト両面の観点も含

めた競合他社の分析を踏まえた自社の強み・弱みを明らかにしているか 

ウ 対象事業の成長戦略 

イで設定したターゲット市場のシェアを獲得するために必要な戦略・打ち手が示され

ているか。特に次に掲げる取組が示されているか 

（ⅰ）ビジネスモデルの優位性や独自性等（加点項目） 

技術実証の内容や開発目標達成のための戦略及び事業目標は、先行する海外の同業

他社等による技術実証や研究開発の事例と比較して、具体的な優位性や独自性を有し

ているか 

（ⅱ）対象事業の事業計画・自社成長性のコミット（必須項目） 

間接補助事業の開始から、間接補助事業の終了後の自立化に至るまでの技術実証及

び投資等を踏まえた開発プロジェクトへの参画スケジュールが計画されており、その

計画立案における根拠が妥当であるか 

（ⅲ）インテグレーション能力の獲得に向けた戦略（必須項目） 

これまでの知見を掛け合わせることも含め、本事業の技術実証を通じて、海外 OEM

による次期単通路機開発の構想検討段階における、構造インテグレーション（構造設

計要求設定、構造仕様構想、構造体生産工程/ライン構想等）、全機・システムインテ

グレーション（システムレイアウト構想、全機/システム要件整備、認証対応準備等）

に取り組む提案になっているか。 

 加えて、事業終了後の次期単通路機開発段階の取組も含めて、構造インテグレーシ

ョン能力（構造設計、構造認証対応、スペック開発/整備等を実施する能力）全機・シ

ステムインテグレーション能力（システム設計、全機/システム認証対応、全機製造工

程検討等を実施する能力）の獲得に向けた具体的な計画が立案されているか 

（ⅳ）機体 OEM との共同開発参画に向けた取組（必須項目） 

機体開発への参画・インテグレーション領域の参画に向け、サプライヤー選定やプ

ログラムローンチ等、機体 OEM による機体開発のメルクマールを踏まえた交渉計画・

機体 OEM の巻き込みに向けた取組が具体的に提案されているか 

（ⅴ）IP 戦略（必須項目） 

機体開発への参画・インテグレーション領域の参画に向け、本補助事業によって創

出された Foreground IP を守りながらサプライヤー選定やプログラムローンチ等、機

体 OEM による機体開発のメルクマールを踏まえた交渉を実施していく想定であるか。 

（ⅵ）市場獲得に向けたルール形成戦略（「１．（３）Ⅱ事業者の範囲」に掲げる大企

業の場合は必須項目、同 中小企業等の場合は加点項目） 

既存の産業構造からの脱却を目指し、我が国の強みを活かし、ステップバイステッ

プでポジションを高めていくに際して、適切かつ具体的なオープン戦略（標準化等の

ルール形成、ライセンシング等）及びクローズ戦略（知財・ノウハウ管理等）がある
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か。次期航空機開発に必要となるデジタルオープンプラットフォーム事業に対し連携

を行うこと。 

 

エ 間接補助事業による投資誘発効果（加点項目） 

間接補助事業の実施により、国内経済・サプライチェーンへの経済波及効果として、

地域の雇用創出や他社への受発注などによる経済効果等が認められるか 

 

③ 排出削減への貢献に関する審査 

ア 間接補助事業による CO2排出削減効果（必須項目） 

今回実証をした機体軽量化を目指した各主要構造体の設計・開発に資する技術や、機

体の生産能率改善に資する技術が将来的に適用された場合に、国内及び海外における CO2

排出量の削減にそれぞれどの程度貢献するかを、具体的に提案できているか 

 

④ 民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業であることに関する審査 

ア 経済的基準（必須項目） 

技術実証計画が、補助を前提としない場合には、投資計画の IRR（internal rate of 

return：内部利益率）、投資回収期間や研究・開発コスト等が投資判断に至る水準には達

しないなど、民間企業のみでは経済性の確保が困難な計画と言えるか 

イ 技術的基準（必須項目） 

（ⅰ）間接補助事業で用いられる技術が、商用目的での使用が限定的であるか 

（ⅱ）国際水準に照らし合わせて、技術実証の内容等が先進性を有するか 

ウ その他定性的基準（加点項目） 

（ⅰ）間接補助事業の総事業費が、企業規模に対して大規模なものであるか 

（ⅱ）その他投資判断が困難となる経済面及び技術面以外のリスクが存在するか 

 

⑤ 人材確保に向けた取組に関する審査 

ア 国内の人的投資拡大につながる取組（必須項目） 

間接補助事業の実施にあたり、賃上げ等の具体的な手段によって、人材確保に向けた

取組を行っているか 

イ 従業員の賃金引上げ計画の表明（加点項目） 

暦年/事業年度において、対前年/前年度比で大企業は３％以上、中小企業等は１.５％

以上の賃上げに取り組む予定があり、その旨を従業員に表明しているか 

ウ ワーク・ライフ・バランス等の推進（加点項目） 

ワーク・ライフ・バランス等の推進に向けて、女性の職業生活における活躍の推進や

次世代育成支援対策、青少年の雇用の促進等に関する取組を行っているか 

ワーク・ライフ・バランス等推進企業の認定等を受けているか 

 

（注１）①基本的事項については必須項目のため、様式中[必須]と記載されている項目は

全て記載すること。 

（注２）間接補助事業者としての適格性を説明するために、財務状況の確認に関する補足

書類（様式第２ 間接補助事業概要説明書を参照）を提出することを推奨する。採

択審査においては、経営基盤の健全性を重視する。 
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（注３）④民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業であることに関する審査項目の

ウ、及び、⑤人材確保に向けた取組に関する審査項目のイ・ウについては、記載内

容を審査し加点を行うための項目である。 

（注４）「従業員の賃金引上げ計画の表明」及び「ワーク・ライフ・バランス等の推進」は

任意の項目である。実施しない場合も申請可能とする。 

（注５）「従業員の賃金引上げ計画の表明」の申請において、賃上げの表明を行う予定があ

ると選択した場合、交付決定までに従業員に対する賃上げ表明を実施することが必

要となる。申請書類において⑤人材確保に向けた取組に関する審査項目のイを記載

したうえで、賃上げ表明がなされなかった場合には、原則として交付決定を行わな

い。また、表明した賃上げ計画の実施状況については、報告を求める。 

（注６）「従業員の賃金引上げ計画の表明」及び「ワーク・ライフ・バランス等の推進」に

ついて、複数事業者による共同申請の場合は、共同申請者全者の実施が必要であ

る。 

 

（２）採否の通知等 

審査結果（採択又は不採択）の決定後、事務局から速やかに jGrants にて通知する。

また、補助要件を満たさない申請は、採択結果の最終公表を待たずに不採択の通知を行

う場合がある。採択者は、補助金の交付などの執行に係る必要な手続きについても、

jGrants で行うこととする。 

 

（３）公募のスケジュール 

 令和７年１２月３日（水） 公募開始 

令和８年１月６日（火）正午 公募締切 

令和８年１月１９日（月）～ 採択審査 

 令和８年２月５日（木） 採択先公表 

令和８年３月５日（木）  交付申請期限 

※ 採択先決定日については、応募申請件数次第で前後する可能性がある 

※ オンライン公募説明会を開催します。詳細は、本事業ホームページを参照くださ

い。  

（注）原則として交付決定後、事業開始（契約・発注）が可能となる（発注先への内示

も発注行為とみなす。）。 

 

（４）その他 

本事業では、提出書類の取扱いは厳重に行い、企業秘密保持の観点から応募者の了解

なしには応募の詳細内容等の公表は行わない。ただし、他の助成機関等からの依頼・問

い合わせ等に対して、その内容を妥当と認めた場合は、使用目的を限って、その機関に

申請者名、事業名、大まかな事業内容等を知らせることがある。 

また、公募の結果として、採択事業者名、事業実施場所、大企業／中小企業等の別、

事業内容、事業総額、補助金交付額等について、原則公表する予定である。 

なお、採択にあたっては、第三者委員会による審査を実施した上で経済産業省の承認

を要するものとし、それらの過程で採択の判断を行うにあたって必要な追加の対応や資

料の提出を求めることがある。 
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９．進捗確認等について 

（１）事業期間中 

本事業では、企業が表明したコミットメントの実効性を担保する観点から、事業期間

にわたって事務局が毎年度、交付決定された事業の進捗を確認する。 

なお、機体 OEM との交渉状況等の事項については経済産業省に半年に 1 度報告するも

のとする。 

事業が計画通り履行されない場合（機体 OEM による次期単通路機開発プロジェクト等

を見据えたサプライヤー選定やインテグレーション領域への参画交渉の難航等を含む）

には、事務局が経済産業省と協議の上、必要と認める場合は採択審査委員会に準ずる第

三者委員会を組成し、審査を行う。第三者委員会では、事業の継続もしくは交付決定の

変更または取消しの決定を行う。なお、審査の要否判断や審査に当たっては、事業の進

捗状況のみならず、市場動向や技術進展の動向、事業環境の変化等を含め、総合的に勘

案する。 

 

 

（２）事業終了後 

表 3のとおり、補助対象事業の要件の達成状況について報告すること。 

 

表 3：補助対象事業の要件の達成状況の報告事項 

報告項目 報告に係る留意事項※ 

機体軽量化 • 今回実証をした技術が将来的に適用された場合に、現在市場投入され

ている同規模の機体と比較し、主要構造体で目標以上の軽量化を達成

すること 

ただし、主要構造体の軽量化による設計に関連し、小型・軽量化が求め

られる装備品にかかる技術実証を実施する場合は、目標以上の小型・

軽量化を達成すること 

※報告に際しては事業終了後（2028 年度以降）、どのように段階的に

技術実証を進めていくことで機体への搭載を目指すか、併せて報告す

ること 

生産能率 • 2035 年頃に市場投入が想定される、月産 80 機レベルの高レート生産

を要する次期単通路機開発プロジェクトへの参入を見据え、目標以上

の生産効率の改善率を達成すること 

※報告に際しては事業終了後（2028 年度以降）、どのように段階的に

技術実証を進めていくことで月産 80 機が可能となる見込みか、併せて

報告すること 

※外的要因などの特段の理由がなく、目標未達の場合は、経済産業省との協議の下で補助金

返還を求める可能性がある 

 

１０．事前着手の届出・受理の結果通知について 

本来は、補助金交付決定通知後でないと、補助対象となる経費の発注（発注先への内

示も発注行為とみなす）、支出等はできない。審査の結果、採択が決定されると、事務

局から採択者に対し、「採択通知書」が発出され、その後、補助金の交付申請に基づき補

助金の交付（支払い）対象としての事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知

書」が発出される。補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、補助金交付決
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定通知後から可能となることが原則となる。ただし、本事業の必要性かつ緊急性に鑑

み、以下の（１）、（２）に基づき事前着手届出を行い、（４）の通り事前着手受理通知を

受けた場合、通知に記載の「事前着手開始日として認める日」（※）以降に発生した経費

等についても補助対象経費として認められる場合がある。なお、この場合でも補助金の

ルールに従った発注等の手続き（入札・相見積など）が行われていない場合は補助対象

経費と認められない。詳しくは、別紙「補助金ルールの基礎説明について」（Ｐ.２０）

を確認すること。 

※公募開始日以降の日付となる。公募開始日より前に実施した発注・契約・支出等に係

る経費は補助対象とならない。なお、事前着手の届出や受理は、補助金の採択や交付

決定を約束するものではない。 

 

（１）事前着手届出の受付期間 

令和７年１２月３日（水）～令和８年１月６日（火）正午まで 

※上記期間に jGrants で届出を実施・完了すること。 

 

（２）届出方法・提出先 

届出される方は、上記期間に補助金申請システム「jGrants」の事前着手届出画面上か

ら必要項目を直接入力し、届出を行うこと。提出先は以下に記載の jGrants のホームペ

ージを参照すること。 

 

次期航空機開発等支援事業（事前着手届出） 

URL：https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDU53MAH 

（注）受付期間以降の届出は受け付けない。 

 

（３）事前着手に関する情報 

事前着手に関する情報は、事務局の下記ウェブサイトにも掲載している。事前着手に

関する届出は、jGrants から直接実施すること。 

URL：https://www.teitanso.or.jp/jkk2025/aircraft 

 

（４）事前着手の受理の通知等 

事前着手は、事務局が当該届出の内容から交付決定前に着手する緊急性かつ必要性が

あると判断した場合、受理する。事前着手の受理後、事務局から結果を速やかに通知す

る。 

事前着手が受理された場合でも、本補助金の交付を受けるための採択審査の結果、採

択されなかった場合は、本補助金の交付を受けることはできない。また、事前着手受理

通知に記載の「事前着手の開始日として認める日」より前に実施した発注（発注先への

内示も発注行為とみなします）、購入、契約等に係る経費は補助対象外となる。 

事前着手届出が受理されなかった場合、交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を

実施したものの経費は補助対象外となる。  
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別紙  

令和７年１２月 

（主に事前着手届出を検討される方向け） 補助金ルールの基礎説明について 

 

次期航空機開発等支援事業事務局 

 

〇 間接補助事業は、応募→審査→採択→交付申請→交付決定→間接補助事業開始（発注）→間接

補助事業終了（支払）→確定検査→補助金額確定→補助金交付という流れが一般的であり、補助対

象となる経費の計上は、交付決定日以降に発生（発注）したもので、間接補助事業期間中に終了（支

払）したものを対象とすることが原則です。 

〇 ただし本事業では、必要性かつ緊急性に鑑み、事前着手届出が事務局に受理されれば、事前着手受

理通知に記載の「事前着手開始日として認める日」以降に発生（発注）した経費についても補助対象経

費として認められる場合があります。 

〇 事前着手届出が受理され、かつ、採択された間接補助事業は、例えば、事前着手届出→事前着手届

出受理→間接補助事業開始（発注）→応募→審査→採択→交付申請→交付決定→間接補助事業終

了（支払）→確定検査→補助金額確定→補助金交付という流れとなり、交付決定前に発生（発注）した

経費も補助対象経費として認められる場合があります。 

〇 間接補助事業で取得する建物等の財産に対する抵当権の設定等の財産処分については、事前着手

届出受理の有無にかかわらず、交付決定日以降でないと認められませんので十分ご注意下さい。 

〇 一方、補助金の経理処理は、通常の商取引や商慣習とは異なり、補助金のルールに従った手続きが

求められます。事務局による確定検査を踏まえた補助金額の確定は、事前着手届出が受理された間

接補助事業者に対しても、補助金のルールに従って実施いたします。 

〇 事前着手届出を検討している間接補助事業者におかれましては、補助対象となる経費の計上や、経

理書類の保管等について、以下のポイントを十分にご認識ください。 

〇 なお、間接補助事業の確定検査は、「「次期航空機開発等支援事業」間接補助事業者向け事務処理

マニュアル」に準じて実施しますので、事務処理マニュアルは、事前着手届出受理通知に記載の URL より

ご記載いただき、不明点は必ず事務局へ問い合わせてください。 

 

＜補助金ルールの主なポイント＞ 

〇 同じ条件（仕様）に基づき、相見積等を行い、価格競争により、発注先を選定 

（相見積を取得できないことについての合理的な理由がなく、価格競争を実施しない発注を行った場

合、原則として補助対象外となります。） 

経済性の観点から、原則可能な範囲において相見積を取得し、最低価格を提示したものを選定してください。 

下記（※）以外で相見積を取得していない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理

由を明らかにした選定理由書を整備し、あらかじめ事務局にご相談ください。 

※対象経費のうち、（Ⅰ）機械装置等費、（Ⅲ）その他経費のうち消耗品費、諸経費（但し会議費、謝金を除く）

（Ⅳ）委託・外注費に関して、契約（発注）先１者あたりの見積額の合計が５０万円（税抜き）未満になる場合

は、相見積の取得を省略できるものとします。 

（出典）「「次期航空機開発等支援事業」間接補助事業者向け事務処理マニュアル」 

 

〇 仕様書、見積書、契約書、納品書、検収書、請求書等、一連の経理書類は、時系列で保管（確定検査

時の証憑とする） 
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原則として、（仕様→見積→契約・発注→完了報告・納品→検収→請求→支払）の手順によって処理を行ってくだ

さい。また、設計図面や仕様書及び納品物等により、適正な取引が行われていることを明らかにする必要がありま

す。 

（出典）「「次期航空機開発等支援事業」間接補助事業者向け事務処理マニュアル」 

以上 
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応募書類申請様式 
 

 

チェックシートに[必須]と記載されている項目の記載・提出がない場合は、審査

の対象外として不採択となりますので、ご注意ください。なお、第三者委員会で

は加点項目も含めて総合的に審査を実施します。 

 

※ 応募申請書様式第１、第２、第３及び第４は、事務局ウェブサイトからダウンロ

ードしたファイルで作成していただき、申請する金額・人数等の数値や文言に書

類内での不整合がないか確認した上で、ご提出ください。 

※ 応募申請書様式第３は、提案内容が下記の構成に従って網羅されていれば、様式

は問いません。 

 

「提出書類一覧表」 

 

 

 

書類名 幹事会社 共同申請者 備考

様式第１ 次期航空機開発等支援事業の応募について 必須 不要
幹事会社が共同申請者分の情報も
まとめて提出

様式第２ 間接補助事業概要説明書 必須 不要
幹事会社が共同申請者分の情報も
まとめて提出

1 間接補助事業の実施計画 必須 不要

2 間接補助事業者の概要 必須 必須

添付書類
様式３に記載の内容に加え、間接補助事業の目的
及び内容、実施期間の根拠や補足となる資料

任意 不要

添付書類
金額算定根拠資料（見積等）、
上記を補足説明できる資料

必須 不要

補足資料 金融機関の同意または内諾を示す資料 該当する場合は必須 該当する場合は必須

補足資料 起債又は借人に関する資金計画 該当する場合は必須 該当する場合は必須

補足資料 リース契約書（案）、リース料金計算書 該当する場合は必須 該当する場合は必須

補足資料 法人税税務申告書別表１「申告書」 必須 必須
３期分の写しを提出、詳細は提出書類等
チェックシートを参照

補足資料
法人税税務申告書別表４「所得の金額に関する
明細書」

必須 必須 ３期分の写しを提出

補足資料
決算報告書（貸借対照表、損益計算書及び
製造原価報告書）

必須 必須
直近３年度分を提出、詳細は提出書類等
チェックシートを参照

補足資料 履歴事項全部証明書 必須 必須

補足資料 定款 必須 必須

補足資料 出資者及び役員の一覧が記載されている資料 必須 必須

補足資料
応募者の概要が分かるもの
（パンフレット、ホームページ等）

必須 必須

様式第３ 間接補助事業の実施計画 必須 不要

0 共同申請者内における各主体の役割分担 必須 不要

1 事業戦略・事業計画 必須 不要

2 排出削減への貢献 必須 不要

3
民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業への
適格性

必須 不要

4 経営層のコミット 必須
必須

（右記代替手段あり）

本事業を中核的に推進する主体でない
場合は、代表者名の文書で代替可

別添1 経費明細 必須 不要
幹事会社が共同申請者分の経費明細も
まとめて提出

別添2 （空欄）

別添3
ＧＸリーグへの加入状況または温室効果ガス
排出削減のための取組

必須 必須

別添4 人材確保に向けた取組 必須 必須

別添5
ワーク・ライフ・バランス等の推進に向けた
取組状況

該当する場合は必須 該当する場合は必須

様式第４ 暴力団排除に関する誓約事項 必須 必須

別添 役員等一覧 必須 必須

その他 提出書類等チェックシート 必須 必須

様式名
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＜提出書類等チェックシート＞                    

申請者名：                                                
※提出漏れがないかどうか等についてチェックを入れ、確認してください。 

  

 提出書類 

幹事会社用確認欄 

（レ or■記入） 
共同申請者用確認欄 

（レ or■記入） 
提出確認 非該当 提出確認 非該当 

申請書 

様式第１ 次期航空機開発等支援事業の応募について 
[幹事会社：必須｜共同実施者：不要] □ － － □ 

様式第２ 間接補助事業概要説明書 
[幹事会社：必須｜共同実施者：不要] □ － － □ 

1. 間接補助事業の実施計画 
[幹事会社：必須｜共同実施者：不要] 

□ － － □ 

2. 間接補助事業者の概要 
[幹事会社・共同実施者：必須] 

□ － □ － 

様式第３ 間接補助事業の実施計画 
[幹事会社：必須｜共同実施者：不要] 

□ － － □ 

0. 共同申請者内における各主体の役割分担 
[幹事会社：共同申請の場合必須｜共同実施者：不要] 

□ □ － □ 

1. 事業戦略・事業計画 
[幹事会社：必須｜共同実施者：不要] 

□ － － □ 

2. 排出削減への貢献 
[幹事会社：必須｜共同実施者：不要] 

□ － － □ 

3. 民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業への 
適格性[幹事会社：必須｜共同実施者：不要] 

□ － － □ 

4. 経営層のコミット 
[幹事会社：必須｜共同実施者：必須（代替手段あり）] 

□ － □ □ 

別添１ 経費明細 
[幹事会社：必須｜共同実施者：不要] 

□ － － □ 

別添２ （空欄） － － － － 

別添３ ＧＸリーグへの加入状況または温室効果ガス排出
削減のための取組 
[幹事会社・共同実施者：必須] 

□ － □ － 

別添４ 人材確保に向けた取組 
[幹事会社・共同実施者：必須] 

□ － □ － 

別添５ ワーク・ライフ・バランス等の推進に向けた取組
状況 
[幹事会社・共同実施者：実施している場合は必須] 

□ □ □ □ 

様式第４ 暴力団排除に関する誓約事項 
[幹事会社・共同実施者：必須] 

□ － □ － 

別添 役員等一覧 
[幹事会社・共同実施者：必須] 

□ － □ － 

様
式
第
２
の
添
付
書
類 

【様式第２ １（３）（イ）添付書類】 
 [幹事会社：任意｜共同実施者：不要] 

- 様式３に記載の内容に加え、間接補助事業の目的 
及び内容、実施期間の根拠や補足となる資料 

□ － － □ 

【様式第２ １（３）（イ）添付書類】（その他） 
[幹事会社：必須｜共同実施者：不要] 

- 様式第３別添１に記載した金額の算出根拠資料 
（見積等） 
- 上記を補足説明できる資料 

□ － － □ 
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提
出
書
類

の
確
認 

電子データのファイル種類、ファイル名の付与ルール等が、＜提出書

類のとりまとめ方法＞の通りになされていることを確認した。 
□十分確認した 

以下の【提出の際の留意点】を再度確認した。 □十分確認した 

※ 提出書類に不備のある場合、審査対象となりませんのでご注意ください。 
 
【提出の際の留意点】 
※ 提出書類は審査、契約、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のためにのみ利用し、申

請者の秘密は保持します。 
※ 提出書類の返却はいたしませんので、必ず、原本の控えを保持してください。  
※ 申請書の作成にあたっては、金額・日付等の数値や名称に申請書内での不整合がないか確認

してください。  

 提出書類 

幹事会社用確認欄 

（レ or■記入） 
共同申請者用確認欄 

（レ or■記入） 
提出確認 非該当 提出確認 非該当 

様
式
第
２
の
補
足
資
料 

金融機関の同意または内諾を示す資料 
[幹事会社・共同実施者：該当する場合は必須] 

□ □ □ □ 

起債又は借入に関する資金計画 
[幹事会社・共同実施者：起債又は借入がある場合は必須] 

□ □ □ □ 

リース契約書(案)、リース料金計算書(案)等 
 [幹事会社・共同実施者：リースの場合は必須] 

□ □ □ □ 

法人税税務申告書別表１｢申告書｣（事業者印、税務署受領
印、税理士印付き（*1））（３期分写し） 
[幹事会社・共同実施者：必須] 
〔電子申請の場合〕 
別表１のハードコピー（税理士印付き（*1））（３期分写
し）と税務署が受信したというメールのハードコピー 
（*1）税務申告を税理士に委任していない場合は不要 

□ － □ － 

法人税税務申告書別表４「所得の金額に関する明細書」（３
期分写し） 
[幹事会社・共同実施者：必須] 

□ － □ － 

直近 3年度分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書及び
製造原価報告書） 
（申請企業の単体ベース、ただし、連結がある場合には、
連結決算も併せて提出） 
[幹事会社・共同実施者：必須] 
※決算報告書がない場合は、最近１年間の事業内容の概要
を記載した書類 

※設立後３年未満の企業であって、設立前に当該事業を実
施していた企業がある場合は、その企業の決算報告書を
提出 

※経営基盤の健全性の説明に関する補足書類として、次の
ＡからＤのいずれかの提出を推奨 

Ａ 公認会計士の監査報告書 
Ｂ 日本税理士会連合会「『中小企業の会計に関する指針』

の適用に関するチェックリスト」ないし、「『中小企業の
会計に関する基本要領』の適用に関するチェックリス
ト」 

Ｃ 税理士法 33 条の 2に規定する添付書面 
Ｄ 会社法の規定に基づく会計参与報告書 

□ － □ － 

履歴事項全部証明書 
[幹事会社・共同実施者：必須] 

□ － □ － 

定款 
[幹事会社・共同実施者：必須] 

□ － □ － 

出資者及び役員の一覧が記載されている書類 
[幹事会社・共同実施者：必須] 

□ － □ － 

応募者の概要が分かるもの（パンフレット、ホームページ
等）[幹事会社・共同実施者：必須] 

□ － □ － 

その他 提出書類等チェックシート[幹事会社・共同実施者：必須] □ － □ － 

事前着

手関係 

事前着手届出書（事前着手を希望する場合、jGrants 上から
提出（提出書類なし）） 

□ □ □ □ 
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＜提出書類のとりまとめ方法＞ 【重要】 
 

●補助金申請システム「jGrants」への書類提出方法 

※詳細な jGrants での提出方法については、以下をご参照ください。 

jGrants 操作方法：https://www.jgrants-portal.go.jp/ 

画面上部「申請の流れ」タブ＞「事業者クイックマニュアル」をご確認ください。 

 

（１）申請フォームへの入力について 

 jGrants 上の申請フォームでは、以下の通り各フォームへの記入・提出を行ってください。 

○事業者基本情報 

基本的にはＧビズＩＤに登録されている事業者情報が自動入力されますが、更新情報

や空欄があれば記入してください。 

○事業基本情報 

間接補助事業の名称やスケジュール等の入力が必須となっているため、様式第１およ

び様式第２の内容に沿って記入してください。 

○申請様式アップロード 

当フォームでの申請書の様式提出は、それぞれ該当する項目に、所定のファイル形

式、ファイル名にて提出してください。（詳しくは、以下「（２）提出書類のとりまとめ

方法について」をご参照ください。） 

 

（２）提出書類のとりまとめ方法について 

 下表の通り、提出ファイル名およびファイル形式を指定のものへ変更の上、提出してくだ

さい。 

提出書類名 

提出ファイル名 
ファイル名は、 

「事業者名（略称可）」資料名

としてください 

提出書類及び注意点 
ファイル 

形式 

① 様式第１ 
「㈱○×」様式第１.xlsx 

「㈱○×」様式第１.pdf 

Excel ファイル及び Excel 内のシートを PDF 化

したものを提出してください。 
.zip 

② 様式第２（本体、 

添付資料、補足 

資料） 

「㈱○×」様式第２.xlsx 

「㈱○×」様式第２.pdf 

Excel ファイル及び Excel 内のシートを PDF 化

したもの（複数シートは 1 つの PDF ファイルに

まとめたもの）を提出してください。 

.zip 

(※それぞれの

資料について、

複数提出する 

場合は、ZIP 

ファイル内で 

さらに ZIP 

ファイルとして 

まとめて提出 

してください) 

「㈱○×」様式第２添付書

類.pdf 

様式第２ １（３）（イ）の添付書類（様式３

に記載の内容に加え、間接補助事業の目的及び

内容、実施期間の根拠や補足となる資料、見積

等、その他補足説明資料等）を 1 つの PDF にま

とめて提出してください。 

「㈱○×」起債または借入に 

関する資金計画.pdf 

※該当する場合のみ 

起債又は借入等がある場合には、金融機関の同

意又は内諾を示す資料及び、起債又は借入に関

する資金計画を 1 つの PDF ファイルにまとめて

提出してください。 

「㈱○×」リース関係書類

（案）.pdf 

※該当する場合のみ 

リース契約を行う場合、リース契約書（案）、

リース料金計算書（案）等を 1 つの PDF ファイ

ルに纏めて提出してください。 

「㈱○×」税務申告書関係及び

決算報告書.pdf 

法人税税務申告書別表１｢申告書｣（事業者印、

税務署受領印、税理士印付き）及び、別表４

「所得の金額に関する明細書」の３期分の写し

と、直近３年度分の決算報告書（貸借対照表、

損益計算書および製造原価報告書）を提出して

ください。また、経営基盤の健全性に関する補
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足書類等があれば、併せて PDF で提出してくだ

さい。 

「㈱○×」応募者概要.pdf 

応募者の概要が分かる資料や、出資者及び役員

の一覧が記載されている書類、定款、履歴事項

全部証明書などを提出してください。 

③ 様式第３（本体、 

別添１及び別添 

３～５） 

「㈱○×」様式第３.pptx 

「㈱○×」様式第３.pdf 

Powerpoint ファイル及び Powerpoint ファイル

を PDF 化したものを提出してください。 

.zip 

(※それぞれの

資料について、

複数提出する 

場合は、ZIP 

ファイルに 

まとめて提出 

してください) 

「㈱○×」様式第３別添１.xlsx 

「㈱○×」様式第３別添１.pdf 

Excel ファイル及び Excel 内のシートを PDF 化

したもの（複数シートは 1 つの PDF ファイルに

まとめたもの）を提出してください。 

「㈱○×」様式第３別添３～

５.xlsx 

「㈱○×」様式第３別添３～

５.pdf 

Excel ファイル及び Excel 内のシートを PDF 化

したもの（複数シートは 1 つの PDF ファイルに

まとめたもの）を提出してください。 

「㈱○×」様式第３別添添付 

書類.pdf 

様式第３別添１及び３～５における、添付／ 

補足説明資料（提出必須の場合あり）を 1 つの

PDF ファイルに纏めて提出してください。 

※どの書類がどの別添に対応したものかを 

ファイル内に明記してください。 

④ 様式第４（本体、 

別添） 
「㈱○×」様式第４.pdf 

様式第４を PDF 化したもの（別添の役員等一覧

を含めて 1 つの PDF ファイルにまとめたもの）

を提出してください。 

.zip 

⑤ その他（提出書類等

チェックシート） 

「㈱○×」提出書類等チェック

シート.pdf 

提出書類等チェックシートに提出漏れがないか

どうか等についてチェックを入れ、PDF 化した

ものを提出してください。 

.zip 

 

 

 

 

 

  

※jGrants 上の提出書類欄にて、それぞれに対応した内容のファイルを提出してください。 

※jGrants 上では、３０ＭＢを超える容量のファイルを提出いただくことはできません。 

そのため、提出するデータのファイル容量が３０ＭＢを超過することがないようにしてください。 
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本事業全体の流れ（概要） 

 事務局 間接補助事業者 経済産業省 

公募・事前着手届出の 

受付 

（令和 8年 1 月 6日まで） 

 

＊公募締切 

（令和 8年 1 月 6日） 

公募開始 

（令和 7年 12 月 3日） 

受付 

↓ 

書類確認 

↓ 

 

応募 

(該当者は事前着手届出) 

 

審査・採択決定 

 

 

 

 

＊採択先公表 

（令和 8年 2 月予定） 

審査 

(第三者委員会審査） 

↓ 

採択決定 

採択公表 

↓ 

採択者説明会 

 

 

 

 

通知受領 

 

参加 

 

 

 

承認 

 

 

 

交付申請 

 

 

受付 

↓ 

書類確認 

↓ 

交付決定 

↓ 

(計画精査) 

交付申請 

(修正) 

 

 

 

通知受領 

 

 

 

 

 

確認 

 

間接補助事業実施 

(令和10年2月29日まで) 

 

事務通知説明会 

 

進捗確認 

 

 

（受付） 

（変更等承認） 

 

 

（受付） 

（証憑確認） 

（概算払金額確定） 

（請求） 

（補助金受領） 

（支払） 

間接補助事業着手 

↓ 

遂行状況報告（毎年

度） 

 

（計画変更等申請） 

 

（通知受領） 

 

（概算払請求） 

 

 

 

 

（補助金受領） 

 

間接補助事業終了 

 

 

 

 

 

 

確認 

 

 

 

 

 

（支払） 

※次ページに続く 
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※前ページ続き 

 事務局 間接補助事業者 経済産業省 

確定検査・ 

補助金支払 

 

 

 

 

確定検査 

↓ 

補助金額確定 

支払 

実績報告書提出 

 

 

 

請求書提出 

補助金受領 

 

 

 

承認 

間接補助事業終了後 

５年間 

 

 

事業継続状況報告  

確認 

＊上記は現時点で想定される本事業の流れであり、変更の可能性があります。 

 

問い合わせ先 

 連絡先 

事務局 次期航空機開発等支援事業事務局 

下記ウェブサイトから「お問い合わせフォーム」でお問い合わせください 

事務局ウェブサイト: https://www.teitanso.or.jp/jkk2025/aircraft 

※電話受付時間 ９：００～１７：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


